
 

 

 

令和７年（２０２５年）６月１０日 
 

飲酒運転根絶啓発活動について 
 
 
  

 

 

 

 

１．日  時 令和 7年（2025年）6月 13日（金）17:15～18:00 

 

２．場  所 集  合：市役所本庁舎正面玄関前 

啓発活動：下通アーケード（ＨＡＢ＠前） 

 

３．参 加 者 熊本市長、熊本市職員有志一同 

熊本県警察本部交通企画課、熊本中央警察署、熊本南警察署 

   計約３０名 

 

４．啓発内容 アーケード内の歩行者に対し、 

飲酒運転根絶啓発チラシ（別添）等を配布します。 

 

５．スケジュール 

  17:15 市役所本庁舎 正面玄関前集合 

17:15 黙祷、市長挨拶、諸注意説明 ※下通アーケードへ移動 

17:30 啓発活動開始 

  18:00 啓発活動終了 

  ※雨天の場合も実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年６月に発生した飲酒運転による職員の死亡事故から１年となることから、社会全

体で飲酒運転を「絶対にしない・させない・許さない」という意識の向上を図るため、飲

酒運転による悲惨な事故を再び繰り返さないよう啓発活動を行います。 

。 

Kumamoto City  

News Release 

【問い合わせ先】 

文化市民局 市民生活部 生活安全課 

電話：０９６－３２８－２３９７ 

課長：堀 満（ほり みつる） 

担当：松永 一伸（まつなが かずのぶ） 



飲酒運転は

悪質で重大な犯罪です
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させない！許さない！
をしない！飲酒運転



飲酒運転には厳しい罰則があります

熊本県内 ・ 市内における

飲酒運転事故の実態

飲酒運転は非常に危険な行為であり、 犯罪です。
運転者とその周囲の人が、 飲酒運転は 「しない！」 「させない！」
「許さない！」 という強い意志を持ち、 みんなで協力することが大切です。

みんなで飲酒運転をなくしましょう！

飲酒運転の動機は意識のゆるみ

令和５年 検挙件数 ５２６件

酒酔い

飲酒運転者／車両提供者 酒類提供者／車両同乗者

酒気帯び

5年以下の懲役
または

以下の罰金万円100

3年以下の懲役
または

以下の罰金万円50

3年以下の懲役
または

以下の罰金万円50

2年以下の懲役
または

以下の罰金万円30

飲酒運転による交通事故は年々減少していたものの、

毎年一定数の飲酒運転が検挙されており、 依然とし

て飲酒運転による悲惨な事故は後を絶ちません。

また、 熊本県内の飲酒運転検挙件数は増加傾向にあ

り、 令和５年にはコロナ禍前の令和元年を上回ってい

ます。
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県内飲酒運転事故件数

市内飲酒運転事故件数

※事故件数は、人身事故、第一当事者、原付以上の統計

※令和５年熊本県警察飲酒運転実態調査より

県内飲酒運転検挙件数

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年
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その他、

こんな時に飲酒運転が

多いことが判明

◎週末

◎飲食店

◎一人で飲んだ時

取締りに遭わない

取締りにあったら逃げる

運転距離が短い

他に交通手段がない

他の交通手段が面倒

休んだから大丈夫

タクシー ・ 代行代が惜しい

明日の仕事に影響

検査基準に達していない

その他
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『休んだから大丈夫』

最も多い動機は


